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香川県広域水道企業団ブロック統括センター等事務決裁規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和８年３月31日 

香川県広域水道企業団企業長  池  田  豊  人   

香川県広域水道企業団規則第３号 

   香川県広域水道企業団ブロック統括センター等事務決裁規則の一部を改正する規則 

 香川県広域水道企業団ブロック統括センター等事務決裁規則（令和２年香川県広域水道企業団規則第２号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 

  

別表１（第３条、第４条関係） 別表１（第３条、第４条関係） 

センター共通決裁事項 センター共通決裁事項 

 関係

事務 

事項 所長 決裁区分   関係

事務 

事項 所長 決裁区分  

 委任 所長 課長   委任 所長 課長  

 １～３ 略      １～３ 略     

 ４ 

工 

事 

執 

行 

(１) １件１億円未満の工事（以下この 

関係事務において「所管工事」という｡)

の施行、変更、工期の延長又は施行の 

中止若しくはその解除を決定すること｡ 

     ４ 

工 

事 

執 

行 

(１) １件5,000万円未満の工事（以下

この関係事務において「所管工事」と

いう。）の施行、変更、工期の延長又

は施行の中止若しくはその解除を決定

すること。 

    

 関 

係 

 (ア) １件1,000万円を超え１億円未

満 

略     関 

係 

 (ア) １件1,000万円を超え5,000万

円未満 

〇 〇   

 事  (イ) 略      事  (イ) １件1,000万円以下 〇  〇  

 務 (２)・(３) 略      務 (２)・(３) 略     

  (４) 略      （ 

広 

域 

(４) 所管工事に係る契約の予定価格、

最低制限価格又は低入札価格調査基準

価格を定めること。 

    

   (ア)  １件1,000万円を超え１億円未 

 満 

略     水 

道 

 (ア) １件1,000万円を超え5,000万

円未満 

〇 〇   

   (イ) 略      施  (イ) １件1,000万円以下 〇  〇  

  (５)～(８) 略      設 (５)～(８) 略                   
  (９) 当初の請負代金の額が、１件１億

円未満の工事（建築工事及び設備関係

工事並びに技術的難易度の高い工事を

除く。）に係る工事検査員を任命する

略     の 

整 

備 

に 

(９) 当初の請負代金の額が、１件5,000

万円未満の工事（建築工事及び設備関 

係工事並びに技術的難易度の高い工事

を除く。）に係る工事検査員を任命す

〇 〇   
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こと。 係 ること。               
  (10)～(15) 略      る (10)～(15) 略     

  備考 略      も 

の 

を 

除 

く｡) 

備考 略     

 ５～９ 略      ５～９ 略     

備考 略 備考 略 

  

別表３（第３条、第４条関係） 別表３（第３条、第４条関係） 

支出負担行為決裁事項 支出負担行為決裁事項 

 区分（節） 所長決裁事項 課長決裁事項   区分（節） 所長決裁事項 課長決裁事項  

 １～15 略   １～15 略  

 16 工事請負費 1,000万円を超え１億円

未満 

略   16 工事請負費 1,000万円を超え5,000

万円未満 

1,000万円以下  

 17～39 略   17～39 略  

備考 略  備考 略 

  

   附 則 

 この規則は、令和８年４月１日から施行する。 


